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 資料７  

 

 教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準 

 

教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準 

 

１．教育訓練を実施する者が、次のいずれにも該当するものであること。 

（１） 当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。 

（２） 当該教育訓練を適切に実施するための組織、設備を有するものであること。 

（３） 厚生労働省が行う調査等に協力し、並びに指導及び助言に従うものであること。 

（４） 次のいずれにも該当しない者であること。 

イ 教育訓練の運営における不適正な行為等により指定（雇用保険法（昭和49年法律

第116号）第60条の２第１項の規定による指定をいう。）を取り消され、その取消し

の日から５年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人又は団体である場

合においては、当該取消しの理由となった事実があったときに、当該法人又は団体

の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有す

る者を含む。以下同じ。）であった者で、その取消しの日から５年を経過しないも

のを含む。）であること。 

ロ 当該教育訓練を実施する者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は

団体の役員のうちに、イに該当する者があること。 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、教育訓練を実施する者として著しく不適当である

と認められる者であること。 

（５） 教育訓練給付制度の適正な実施に協力できるものであること。 

 

２．教育訓練が、次のいずれにも該当するものであること。 

（１） 内容等 

次のいずれにも該当するものであること。 

イ 労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であって、労働

力需給の状況等にかんがみ、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓

練と認められるものであること。 

したがって、次に該当するような教育訓練は、対象とならないものであること。 

（イ） 趣味的又は教養的な教育訓練 

（ロ） 入門的又は基礎的な水準の教育訓練 

（ハ） 職業関係の免許資格に係る試験又は検定の準備のための教育訓練のうち、当該

教育訓練に係る免許資格又は検定が、職業能力を評価するものとして社会一般

に認知されていないもの。 

教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準 

 

１．教育訓練を実施する者が、次のいずれにも該当するものであること。 

（１） 当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであるこ 

と。 

（２） 当該教育訓練を適切に実施するための組織、設備を有するものであるこ 

と。 

（３） 厚生労働省が行う調査等に協力し、並びに指導及び助言に従うものであ 

ること。 

（４） 次のいずれにも該当しない者であること。 

イ 教育訓練の運営における不適正な行為等により指定（雇用保険法（昭和

49年法律第116号）第60条の２第１項の規定による指定をいう。）を取り

消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当該指定を取り消され

た者が法人又は団体である場合においては、当該取消しの理由となった事

実があったときに、当該法人又は団体の役員（いかなる名称によるかを問

わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。）

であった者で、その取消しの日から５年を経過しないものを含む。）であ

ること。 

ロ 当該教育訓練を実施する者が法人又は団体である場合にあっては、当該

法人又は団体の役員のうちに、イに該当する者があること。 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、教育訓練を実施する者として著しく不適

当であると認められる者であること。 

（５） 教育訓練給付制度の適正な実施に協力できるものであること。 

 

２．教育訓練が、次のいずれにも該当するものであること。 

（１） 内容等 

次のいずれにも該当するものであること。 

イ 労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であ

って、労働力需給の状況等にかんがみ、雇用の安定及び就職の促進を図る

ために必要な教育訓練と認められるものであること。 

したがって、次に該当するような教育訓練は、対象とならないものであ

ること。 

（イ） 趣味的又は教養的な教育訓練 

（ロ） 入門的又は基礎的な水準の教育訓練 
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ロ 次のいずれかに該当するものであること。 

（イ） 公的職業資格（資格、試験等であって国若しくは地方公共団体又は国から委託

を受けた機関が法律に基づいて実施するものをいう。以下同じ。）又は修士等

の取得を訓練目標とするものであること。 

（ロ） （イ）に準じて訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が可能なも

のであること。 

（２） 期間等 

教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育

訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであって、原則と

して、次に該当するものであること。 

ただし、大学院修士・博士課程や、当該教育訓練の修了により公的職業資格を

取得できる課程、公的職業資格試験の受験資格を取得できる課程又は公的職業資

格試験の一部免除となる課程については、３年以内（訓練の期間及び時間の下限

なし）とする。 

イ 通学制１ヶ月以上１年以内であり、かつ、受講時間50時間以上 

ロ 通信制３ヶ月以上１年以内 

（３） 開始、修了及び検証 

次のいずれにも該当するものであること。 

イ 当該教育訓練について、開始時期が明確にされているものであること。 

ロ 教育訓練の内容、対象となる者、目標及び修了基準が明確にされているもので

あること。 

ハ 当該教育訓練を実施する者が、当該教育訓練について、適切に受講されたこと

を確認し、修了させるものであること。 

ニ 当該教育訓練を修了した者における目標資格等（当該教育訓練が目標とする公

的職業資格等をいう。以下同じ。）に係る受験等の状況及びその結果等が適切に

把握されるとともに、当該教育訓練の効果が検証されるものであること。 

（４） 指導者 

当該教育訓練について、適切に指導することができる指導者を有すると認めら

れるものであること。 

（５） 教材 

当該教育訓練の教材が、当該教育訓練の内容、受講に要する費用等に照らし、

適正なものであること。 

（６） 実績 

次のいずれにも該当するものであること。 

イ 当該教育訓練と同じ課程の教育訓練が、原則として、最近の年度において実施

されたことがあるものであること。 

（ハ） 職業関係の免許資格に係る試験又は検定の準備のための教育訓練の 

うち、当該教育訓練に係る免許資格又は検定が、職業能力を評価するも 

のとして社会一般に認知されていないもの。 

ロ 次のいずれかに該当するものであること。 

（イ） 公的職業資格（資格、試験等であって国若しくは地方公共団体又は 

国から委託を受けた機関が法律に基づいて実施するものをいう。以下

同じ。）又は修士等の取得を訓練目標とするものであること。 

（ロ） （イ）に準じて訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が

可能なものであること。 

（２） 期間等 

教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、

当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるも

のであって、原則として、次に該当するものであること。 

ただし、大学院修士・博士課程や、当該教育訓練の修了により公的職

業資格を取得できる課程、公的職業資格試験の受験資格を取得できる課

程又は公的職業資格試験の一部免除となる課程については、３年以内

（訓練の期間及び時間の下限なし）とする。 

イ 通学制１ヶ月以上１年以内であり、かつ、受講時間50時間以上 

ロ 通信制３ヶ月以上１年以内 

（３） 開始、修了及び検証 

次のいずれにも該当するものであること。 

イ 当該教育訓練について、開始時期が明確にされているものであるこ 

と。 

ロ 教育訓練の内容、対象となる者、目標及び修了基準が明確にされてい

るものであること。 

ハ 当該教育訓練を実施する者が、当該教育訓練について、適切に受講さ

れたことを確認し、修了させるものであること。 

ニ 当該教育訓練を修了した者における目標資格等（当該教育訓練が目標

とする公的職業資格等をいう。以下同じ。）に係る受験等の状況及びそ

の結果等が適切に把握されるとともに、当該教育訓練の効果が検証され

るものであること。 

（４） 指導者 

当該教育訓練について、適切に指導することができる指導者を有する

と認められるものであること。 

（５） 教材 

当該教育訓練の教材が、当該教育訓練の内容、受講に要する費用等に

照らし、適正なものであること。 

（６） 実績 
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ロ 目標資格等に係る受験等の状況及びその結果等の実績からみて、当該教育訓練

に十分な効果があると認められるものであること。 

（７） 開放性 

当該教育訓練の受講に関し、広く労働者一般を対象としたものであり、受講者

の年齢、性別等に係る不合理な制限を設けているものではなく、かつ、教育訓練

給付金の対象となる者とそれ以外の者を区別するものでないこと。 

（８） 費用等 

次のいずれにも該当するものであること。 

イ 当該教育訓練に係る入学料及び受講料（雇用保険法第60条の２第４項に規定す

る費用をいう。以下「教育訓練経費」という。）の合計額が２０，００５円以上

であること。 

ロ 当該教育訓練に係る教育訓練経費その他受講者の納入すべき費用（以下「受講

費用」という。）が、当該教育訓練を運営するため必要な範囲内で合理的に算定

された額であって、かつ、他の同様の教育訓練に係る受講費用の水準等からみて

当該額が適正であると認められるものであること。 

ハ 当該教育訓練に係る受講費用について、教育訓練給付金の対象となる者とそれ

以外の者との間で、異なる取扱いをするものではないこと。 

（９） 明示書による公開等 

イ 次に掲げるすべての事項が適切に公開されるものであること。 

（イ） 当該教育訓練に関する次に掲げる事項 

ⅰ 当該教育訓練の内容及び目標 

ⅱ 当該教育訓練の受講者となるための要件 

ⅲ 当該教育訓練の受講の実績 

ⅳ 当該教育訓練の受講による効果の把握及び測定の方法 

ⅴ 当該教育訓練の修了基準並びに修了を認定する時期及びその方法 

ⅵ 当該教育訓練の受講中又は修了後における受講者に対する指導及び助言並

びに支援の方法 

ⅶ 当該教育訓練の目標の達成の状況 

ⅷ その他必要な事項 

（ロ） 当該教育訓練の目標に関する情報 

（ハ） 教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項 

（ニ） 当該教育訓練に係る販売代理店等（契約関係の有無及びいかなる名称による

かを問わず、販売代理店、販売取次店、販売代理員その他当該教育訓練を販

売する者のすべてをいう｡以下同じ｡)の氏名及び所属（法人又は団体にあって

は、名称及び所在地) 

（ホ） その他必要な事項 

次のいずれにも該当するものであること。 

イ 当該教育訓練と同じ課程の教育訓練が、原則として、最近の年度にお 

いて実施されたことがあるものであること。 

ロ 目標資格等に係る受験等の状況及びその結果等の実績からみて、当該 

教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 

（７） 開放性 

当該教育訓練の受講に関し、広く労働者一般を対象としたものであ

り、受講者の年齢、性別等に係る不合理な制限を設けているものではな

く、かつ、教育訓練給付金の対象となる者とそれ以外の者を区別するも

のでないこと。 

（８） 費用等 

次のいずれにも該当するものであること。 

イ 当該教育訓練に係る入学料及び受講料（雇用保険法第60条の２第４項

に規定する費用をいう。以下「教育訓練経費」という。）の合計額が２

０，００５円以上であること。 

ロ 当該教育訓練に係る教育訓練経費その他受講者の納入すべき費用（以

下「受講費用」という。）が、当該教育訓練を運営するため必要な範囲

内で合理的に算定された額であって、かつ、他の同様の教育訓練に係る

受講費用の水準等からみて当該額が適正であると認められるものであ

ること。 

ハ 当該教育訓練に係る受講費用について、教育訓練給付金の対象となる

者とそれ以外の者との間で、異なる取扱いをするものではないこと。 

（９） 明示書による公開等 

イ 次に掲げるすべての事項が適切に公開されるものであること。 

（イ） 当該教育訓練に関する次に掲げる事項 

ⅰ 当該教育訓練の内容及び目標 

ⅱ 当該教育訓練の受講者となるための要件 

ⅲ 当該教育訓練の受講の実績 

ⅳ 当該教育訓練の受講による効果の把握及び測定の方法 

ⅴ 当該教育訓練の修了基準並びに修了を認定する時期及びその方 

法 

ⅵ 当該教育訓練の受講中又は修了後における受講者に対する指導

及び助言並びに支援の方法 

ⅶ 当該教育訓練の目標の達成の状況 

ⅷ その他必要な事項 

（ロ） 当該教育訓練の目標に関する情報 
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ロ イの（イ）及び（ハ）に掲げる事項を記載した明示書が受講申込者等に対

して交付されるものであること。 

（10） 当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活動等（以下「販売活動等」という。）につ

いて次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 次に掲げるすべての業務を行う販売活動管理責任者が置かれていること。 

（イ） 当該教育訓練に係る販売活動等（販売代理店等の行う販売活動等を含む。以

下同じ。）の実態を把握するとともに、当該販売活動等が適正に行われてい

ることを確認し、及びこれを管理すること。 

（ロ） ロに規定する窓口等の業務を監督すること。 

（ハ） ハに掲げる措置の適切な実施を確保すること。 

（ニ） その他適正な販売活動等の実施を確保するために必要な業務 

ロ 当該教育訓練に係る販売活動等に関する苦情、不適正な販売活動等に関する情

報を受けるための窓口等が設けられていること。 

ハ 販売代理店等について、次に掲げるすべての措置が講じられるものであること。 

（イ） 販売代理店契約等の締結時等における厳正な審査 

（ロ） 販売代理店等の把握及び販売代理店等に係る台帳の整備 

（ハ） 販売代理店等に対する教育訓練給付制度の周知 

（ニ） 販売代理店等が販売活動等に用いるパンフレット類、リーフレット類、マニ

ュアル類等の入手 

（ホ） 販売代理店等に対する定期的な点検及び指導 

（ヘ） その他販売代理店等による不適正な販売活動等を防止するための措置 

ニ 当該教育訓練に係る販売活動等が次のいずれにも該当するものでないこと。 

（イ） 教育訓練給付金の対象となる者とそれ以外の者を区別したものであること。 

（ロ） その他教育訓練給付制度の趣旨等に照らし不適正と認められるものであるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ） 教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項 

（ニ） 当該教育訓練に係る販売代理店等（契約関係の有無及びいかなる 

名称によるかを問わず、販売代理店、販売取次店、販売代理員そ

の他当該教育訓練を販売する者のすべてをいう｡以下同じ｡)の氏

名及び所属（法人又は団体にあっては、名称及び所在地) 

（ホ） その他必要な事項 

ロ イの（イ）及び（ハ）に掲げる事項を記載した明示書が受講申込者等

に対して交付されるものであること 

（10） 当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活動等（以下「販売活動等」とい

う。）について次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 次に掲げるすべての業務を行う販売活動管理責任者が置かれている

こと。 

（イ） 当該教育訓練に係る販売活動等（販売代理店等の行う販売活動等

を含む。以下同じ。）の実態を把握するとともに、当該販売活動等

が適正に行われていることを確認し、及びこれを管理すること。 

（ロ） ロに規定する窓口等の業務を監督すること。 

（ハ） ハに掲げる措置の適切な実施を確保すること。 

（ニ） その他適正な販売活動等の実施を確保するために必要な業務 

ロ 当該教育訓練に係る販売活動等に関する苦情、不適正な販売活動等

に関する情報を受けるための窓口等が設けられていること。 

ハ 販売代理店等について、次に掲げるすべての措置が講じられるもので 

あること。 

（イ） 販売代理店契約等の締結時等における厳正な審査 

（ロ） 販売代理店等の把握及び販売代理店等に係る台帳の整備 

（ハ） 販売代理店等に対する教育訓練給付制度の周知 

（ニ） 販売代理店等が販売活動等に用いるパンフレット類、リーフレッ

ト類、マニュアル類等の入手 

（ホ） 販売代理店等に対する定期的な点検及び指導 

（ヘ） その他販売代理店等による不適正な販売活動等を防止するための

措置 

ニ 当該教育訓練に係る販売活動等が次のいずれにも該当するものでなI 

いこと。 

（イ） 教育訓練給付金の対象となる者とそれ以外の者を区別したもので

あること。 

（ロ） その他教育訓練給付制度の趣旨等に照らし不適正と認められるも

のであること。 
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○ 指定基準の趣旨や留意点は次のとおりです。（太字が指定基準になります。） 

（１については省略） 

２ 教育訓練が、次のいずれにも該当するものであること。 

(1) 内容等 

次のいずれにも該当するものであること。 

イ 労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であ

って、労働力需給の状況等にかんがみ、雇用の安定及び就職の促進を図

るために必要な教育訓練と認められるものであること。したがって、次

に該当するような教育訓練は、対象とならないものであること。 

（イ）趣味的又は教養的な教育訓練 

（ロ）入門的又は基礎的な水準の教育訓練 

（ハ）職業関係の免許資格に係る試験又は検定の準備のための教育訓練の

うち、当該教育訓練に係る免許資格又は検定が、職業能力を評価す

るものとして社会一般に認知されていないもの。 

ロ 次のいずれかに該当するものであること。 

（イ）公的職業資格（資格、試験等であって国若しくは地方公共団体又は

国から委託を受けた機関が法律に基づいて実施するものをいう。以

下同じ。）又は修士等の取得を訓練目標とするものであること。 

（ロ）（イ）に準じて訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が

可能なものであること。 

 

【趣旨】 

真に職業に役立つ教育訓練講座を指定するため、訓練目標が職業に役立つも

のとして明確であること、訓練目標の設定及び客観的な測定が可能であり、か

つ、その訓練効果が明確に認められるものであることが確認できることが必要

となります。 

 

【留意点】 

①  ロ(ｲ)の公的職業資格とは、職業に関連する公的資格・試験等であって、

国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令に基づいて実

施する資格・試験等であり、いわゆる国家資格の他、法令に明確に規定され

ている免許の取得や研修の修了が該当します。 

※ 例：税理士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者、技能士、基本情報

技術者、大型自動車の運転免許、フォークリフト運転技能講習修了、介護

員研修修了など 

② 大学院等における講座について 
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大学院等において行われる高度な社会人向け教育訓練コースについては、

次の２つのどちらかを満たすものである必要があります。 

(ｱ) 大学院、大学学部、短期大学等が開設する、１年以内の科目等履修生制

度のうちコース登録制（コースとして設定された複数の授業科目の単位修

得を目的とする学生を受け入れる制度） 

(ｲ) 標準修了年限が３年以内の修士・博士課程 

③ 公的職業資格等の取得以外を目標としている講座（ロ（ロ）の講座）に係

る訓練効果の客観的な測定（いわゆる「第三者評価制度」）について 

(ｱ) 公的職業資格等の取得以外を目標とする講座については、訓練効果の客

観的な測定が可能であり、受講修了者の知識・技能の習得度の客観的把握

を適切に行い得る評価制度が設けられていることが必要です。 

(例：公的機関又は民間機関などの第三者が実施する能力評価試験、又は、

当該講座に関連する産業界等の第三者が共同で行う能力評価試験等) 

(ｲ) 上記(ｱ)でいう評価制度に該当するか否かは、原則、下記a～cを考慮し

て判断します。 

a.「公開性」：特定の団体所属者、特定の講座修了者等のみを対象とした

ものでなく社会一般に公開されており、特定の団体所属者、

特定の講座修了者等以外の受験者が一定程度いることが

必要です。 

b.「実 績」：既に、能力評価の試験等の実施実績があることが必要で

す。 

c.「規 模」：能力評価の試験等の国内の受験者規模について、原則とし

て1,000人以上(年度）の実績があることが必要です。 


